
〇地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（法律第 59号） 

（地域公共交通計画） 

第５条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町

村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村

と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の

確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交

通計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２ 地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び

再生の推進に関する基本的な方針 

二 地域公共交通計画の区域 

三 地域公共交通計画の目標 

四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 

五 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項 

六 計画期間 

七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必

要と認める事項 

 

〇地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 

（地域公共交通計画） 

第７条 陸上交通（地域間幹線系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条におい

て単に「地域公共交通確保維持事業」という。）を行う場合は、地域公共交通計画に、当

該地域公共交通計画の計画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するも

のとする。 

一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通

における位置付け・役割 

二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実

施主体の概要 

四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービス（活性化法第１条に

規定する地域旅客運送サービスをいう。以下同じ。）の利用者の数、収支、費用に係る

国又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 
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